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担 当 部 署 名  富山県富山市農林水産部森林政策課 

所  在  地  富山県富山市新桜町７－３８  

電 話 番 号   ０７６－４４３－２０１９ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号    ０７６－４４３－２１８５ 

メールアドレス    sinrinseisaku@city.toyama.lg.jp 

 

 

 



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ、ニホンザル、カラス等（カラス、ス

ズメ、ムクドリ）、ツキノワグマ、ニホンジカ、

ハクビシン、カワウ、アオサギ、カルガモ 

 計画期間   令和６年度～令和８年度 

 対象地域 富山県富山市 

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。 

   ２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画作成する全ての市町村名を記入する。 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年１月末現在） 

鳥獣の種類 
 被害の現状  

 品 目 被害数値 

イノシシ 
水稲 

雑穀（ソバ） 

 ４３５万円、 

０．５ ha 

ニホンザル 野菜（ナス等） 
１０７万円、 

０．２ha 

スズメ 水稲 ４万円、０．０４ha 

カラス 
果樹（ナシ） 

野菜（スイカ） 

３１８万円、 

０．４ha 

ムクドリ 果樹（ナシ） 
３２万円、 

０．０３ha 

ツキノワグマ  人身被害  ７件 

アオサギ 水稲踏み荒らし  
 

カルガモ 水稲踏み荒らし  
 

ニホンジカ 剝皮被害    

ハクビシン  被害なし  
 

カワウ アユ 等 １，７７８万円（推定）  

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、水産業に係る

被害を除く。）等を記入する。 

 

 

 

 



（２）被害の傾向 

①イノシシ 

 イノシシによる被害については、７月から９月にかけて水稲の生育期から収穫期

までの踏み荒らし（ぬたうち）による被害が中心であり、令和５年の被害額は４

３５万円となり、対前年比で４５％と大幅に減少した。一方、被害エリアが市内

中山間地域全体に広がっており、過去に被害の見られなかった市街地周辺の里山

や電気柵等の被害対策が実施されていない地区で被害が拡大する傾向にある。 

②ニホンザル 

 ニホンザルによる被害については、６月から７月にかけて水稲や野菜の食害があ

り、令和５年の被害額は107万円となった。電気柵の普及により、被害は減少傾向

となっていたが、近年、増加傾向にあり、過去に出没が見られなかった市街地へ

の出没や民家周辺への出没に伴う生活環境被害については拡大傾向にある。 

③カラス等（カラス・スズメ・ムクドリ・アオサギ・カルガモ） 

 カラスによる果樹（ナシ）被害については、銃器での駆除を実施しなくなった平

成２３年以降、被害額が増加傾向であったが、園地へのつや消し黒ワイヤーの普及

が進んだこと等により被害額は減少傾向となっている。また、野菜（スイカ）の食

害があり、令和５年の被害額は３１８万円となった。 

 鳥類の水稲被害については、５月上旬から５月下旬にかけての水稲の移植や直播

直後におけるカラス、アオサギ、カルガモの踏み荒らしによる被害が見られ、７月

の生育期には、スズメによる食害があり令和５年の被害額は４万円となった。 

 カラス、スズメ以外の鳥類では、ムクドリによる果樹（ナシ）に対する被害が発

生しており、令和５年度の被害額は３２万円となった。 

④ツキノワグマ 

 ツキノワグマによる被害については、堅果類の作柄により出没状況が変動してい

る。また、人身被害が発生しないよう出没状況に応じた捕獲や広報活動等を実施

しているが、令和５年は７件の人身被害が発生した。 

⑤ニホンジカ 

ニホンジカによる被害については、これまでのところ軽微であるが、中山間地域

を中心に目撃情報や痕跡情報（剥皮被害）が増えており、今後生息数の増加及び

生息域の拡大による農作物被害や林業被害の増加が懸念される。 

⑥ハクビシン 

 ハクビシンによる被害については、家庭菜園への被害がみられるが、被害規模は

軽微なものである。しかし、生息域が市内全域に拡大してきており、市街地での

民家の天井裏への侵入や糞尿による生活環境被害は継続している。 

⑦カワウ 

 カワウは神通川水系のアユやサクラマスの稚魚等を餌としており、具体的な被害

量は算定できないが、被害は継続している。 

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、被害地域の増減

傾向等）等について記入する。 

   ２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 

 

 



（３）被害の軽減目標 

指標（被害金額） 現状値（令和５年） 目標値（令和８年） 

イノシシ ４３５万円 ３９１万円 

ニホンザル １０７万円 ９６万円 

スズメ ４万円 ３万円 

カラス ３１８万円 ２８６万円 

ムクドリ ３２万円 ２８万円 

アオサギ ０万円 ０万円 

カルガモ ０万円 ０万円 

ニホンジカ ０万円 ０万円 

ハクビシン ０万円 ０万円 

カワウ （推定）１，７７８万円 （推定）１，６００万円 
 

指標（被害面積） 現状値（令和５年） 目標値（令和８年） 

イノシシ ５．３１ｈａ ４．７７ｈａ 

ニホンザル ０．２０ｈａ ０．１８ｈａ 

スズメ ０．０４ｈａ ０．０３ｈａ 

カラス ０．３６ｈａ ０．３２ｈａ 

ムクドリ ０．０３ｈａ ０．０２ｈａ 

  ※令和８年目標は、現状の－10％とした。 

指標（被害件数） 現状値（令和５年） 目標値（令和８年） 

ツキノワグマ ７件 ０件 

（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目標値を記入する。 

   ２ 複数の指標を目標として設定することも可能。 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

①イノシシ 

鳥獣被害対策実施隊員等による銃器及び

わなを使用した捕獲。 

②ニホンザル 

富山県ニホンザル管理計画に基づき、鳥

獣被害対策実施隊員による銃器及びわな

を使用した捕獲。 

③カラス等（カラス・スズメ・ムクドリ・

アオサギ・カルガモ） 

鳥獣被害対策実施隊員等による銃器及び

わなを使用した捕獲。 

④ツキノワグマ 

鳥獣被害対策実施隊員による銃器及びわ

なを使用した捕獲。 

・狩猟者及び鳥獣被害対策実施隊員の減

少及び高齢化に伴う担い手の育成。 

・銃器捕獲可能エリア以外での有害野生

動物の出没数増加に対応した電気柵、つ

や消し黒ワイヤー等の侵入防止柵の普

及推進。 

・銃器捕獲可能エリア以外である住宅地

でのニホンザルの出没増。 



⑤ハクビシン 

鳥獣被害対策実施隊員等によるわなを使

用した捕獲。 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

・材料支給による電気柵、つや消し黒ワ

イヤー等の設置。 

・里山整備による緩衝帯整備。 

 

・高齢化が進む集落等での電気柵の維持

管理。 

・里山整備等生息環境管理の継続実施。 

・電気柵整備後において管理が不十分で

効果を発揮していない箇所が見られる。

また、個別に電気柵を整備している地域

があることから、効率的に電気柵が整備

されるよう地域一体となった取り組み

を推進する必要がある。恒久柵の設置後

は、管理道路を設けるなど管理の徹底を

図る必要がある。 

(注) １ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課題について記入する。 

  ２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の導入、捕獲鳥獣の

処理方法等について記入する。 

  ３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・管理、緩衝帯の設置、

追上げ・追払い活動、放任果樹の除去等について記入する。 

 

（５）今後の取組方針 

 富山市における令和５年の農作物被害総額は８９６万円、被害面積は５．９４ha と

なっている。主な被害は、イノシシによる水稲の踏み荒しとカラス及びムクドリによる

果樹等の食害である。 

 富山市では、被害防止計画を策定するにあたり、被害軽減目標を令和５年の被害金額

８９６万円の約１０％減の８０６万円とする。 

 被害防止のための方策として、平成２７年度から、被害防止体制を強化するため鳥獣

被害対策実施隊を設置しているとともに、市単独の捕獲報奨金制度を設けており、今後

も加害個体の捕獲を強化していく。 

 侵入防止対策については、侵入防止柵の設置と捕獲の一体的な取組みを実施する。 

また、捕獲活動の担い手を育成するために、新規狩猟免許取得者への取得費用の助成

を継続して行う。また電気柵を被害集落だけでなく、市単独事業を活用し予防的に導入

することでイノシシの侵入防止を強化するとともに、地形的要件等が整う地域には恒久

柵を導入し、効果の持続を図る。さらに、県で策定した「富山県イノシシ被害防止対策

方針（平成３０年２月）」及び市の被害実態を踏まえた「富山市イノシシ対策マニュア

ル」を活用し、生態や被害状況・対策に関する正しい知識や情報を研修会等により広く

共有することで、地域におけるイノシシが生育しにくい生活環境づくりを推進し、加え

て里山の整備等を継続して実施し、野生鳥獣との棲み分けを図る。 

 カラスによる被害の軽減を図るため、カラス被害防止のためのつや消し黒ワイヤーの

整備や檻による加害個体の捕獲を進める。 

 ニホンザルについては、研修会の開催や平成３０年度に創設した市単独助成制度によ



り、電動モデルガン等を使用した集落ぐるみでの追上げ活動を支援する。 

 

○今後の計画 

①鳥獣被害対策実施隊による被害防止活動を推進する。 

②電気柵等の侵入防止柵の普及による被害防止対策を推進する。 

③捕獲の担い手の育成対策を講じる。 

④イノシシ、ニホンザル等の捕獲わなを購入する。 

⑤県で策定した「富山県イノシシ被害防止対策方針（平成３０年２月）」及び市独自の

「富山市イノシシ対策マニュアル」を活用し、地域での生息環境管理を促す。 

⑥果樹や野菜の残渣の管理指導や里山整備の継続による、生息環境管理を実施する。 

⑦ツキノワグマについては、富山市クマ対策会議において、出没状況や関係機関との連

絡体制などについての情報を共有することで、人身被害防止に努める。 

⑧カラス等の鳥類については、住宅地や主要道路に近接した樹園地では、銃による捕獲

が困難なため、つや消し黒ワイヤーや電子防鳥機を活用した防除や檻による捕獲などの

対策を実施する。 

⑨ニホンザルの追上げ活動を強化するための、市単独の補助金を継続する。 

⑩ＩＣＴを活用した鳥獣対策 

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標を達成するため

に必要な被害防止対策の取組方針について記入する。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

富山市鳥獣被害対策実施隊 

（富山市猟友会、大沢野猟友会、大山猟友会、八尾町猟友会、婦中町猟友会） 

各猟友会から、鳥獣被害の防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ

る者として推薦された者等を市長が鳥獣被害対策実施隊員に任命し、農業団体等

からの要請により鳥獣捕獲活動を行う。 

また、農林事業、生命に関して必要と考えられる場合等においては、当該隊員

にライフル銃を所持させるものとする。 

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者団体への委託等に

よる対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関わる者のそれぞれの取組内容や

役割について記入する。 

   ２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資料があれば添付する。 

   ３ 捕獲等を推進する上で、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に

ライフル銃を所持させる必要がある場合には、そのことについて記入する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和６年度 
イノシシ、ニホンザル、カラス等、

ニホンジカ、ハクビシン、カワウ 
狩猟者の確保育成及び捕獲機材の購入。 

令和７年度 イノシシ、ニホンザル、カラス等、狩猟者の確保育成及び捕獲機材の購入。 



ニホンジカ、ハクビシン、カワウ 

令和８年度 
イノシシ、ニホンザル、カラス等、

ニホンジカ、ハクビシン、カワウ 
狩猟者の確保育成及び捕獲機材の購入。 

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入する。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

① イノシシ 

 生息数、生息域とも増加しているので、捕獲を継続して行う。場合によっては、ライフル

銃による捕獲等を実施する。 

（捕獲実績 令和 3 年度 501 頭、令和 4 年度 472 頭、令和 5 年度 854 頭） 

年間捕獲計画数は、令和 6年度 700 頭、令和 7 年度 700 頭、令和 8 年度 700 頭とする。 

② ニホンザル 

 富山県ニホンザル管理計画に基づき、令和 6 年度以降も個体群管理を継続して行う。 

（捕獲実績 令和 3 年度 45 頭、令和 4年度 73 頭、令和 5年度 68 頭） 

年間捕獲計画数は、富山県ニホンザル管理計画による。 

③ カラス等 

 農地やねぐらを含めて有害鳥獣捕獲を継続して行う。 

・カラス 

（捕獲実績 令和 3 年度 2,625 羽、令和 4年度 2,485 羽、令和 5 年度 1,900 羽） 

年間捕獲計画数は、令和６年度 2,600 羽、令和７年度 2,600 羽、令和８年度 2,600 羽と

する。 

・ムクドリ（被害の状況により有害鳥獣捕獲を行う） 

（捕獲実績 令和 3 年度 44 羽、令和 4年度 16 羽、令和 5年度 67 羽） 

年間捕獲計画数は定めない。 

④ ツキノワグマ 

 目撃、痕跡情報から、人身被害の発生が危惧される場合にライフル銃等により捕獲を行う。 

⑤ ニホンジカ 

 今後、生息数の増加及び生息域の拡大が懸念されるため、捕獲を行う。場合によっては、

ライフル銃による捕獲等を実施する。 

（捕獲実績令和 3 年度 20 頭、令和 4年度 166 頭、令和 5 年度 91 頭） 

年間捕獲計画数は、令和 6年度 300 頭、令和 7 年度 300 頭、令和 8 年度 300 頭とする。 

⑥ ハクビシン 

 海岸近くでも天井裏に侵入しての糞害が発生しており、生息区域は市全域まで拡大してい

るので、有害鳥獣捕獲を継続して行う。 

（捕獲実績令和 3 年度 6 頭、令和 4年度 4 頭、令和 5 年度 10 頭） 

年間捕獲計画数は定めない。 

⑦カワウ 

 捕獲を継続して行う。 

（捕獲実績令和 3 年度 15 羽、令和 4年度 270 羽、令和 5 年度 287 羽） 

年間捕獲計画数は、令和 6年度 400 羽、令和 7 年度 400 羽、令和 8 年度 400 羽とする。 



※令和５年度の捕獲実績は、令和６年１月末現在の数値である。 

※指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲は含まない。 

（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設定の考え方につ

いて記入する。 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ ７００ ７００ ７００ 

ニホンザル ＊1 ＊1 ＊1 

カラス ２，６００ ２，６００ ２，６００ 

ツキノワグマ ＊2 ＊2 ＊2 

ニホンジカ ３００ ３００ ３００ 

カワウ ４００ ４００ ４００ 

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

＊1ニホンザルについては、富山県ニホンザル管理計画に準じた計画数とする。 

＊2ツキノワグマについては、目撃、痕跡情報により対応する。 

 

 捕獲等の取組内容 

鳥獣被害対策実施隊等により、銃器やわなを用いて年間を通して捕獲を行う。ま

た、農業関係者等に対して、わな免許等の取得を推進することで、捕獲体制の強化

を図る。 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

   ２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

（必要性） 

イノシシ、ツキノワグマ等の出没により、農林事業への支障や生命の危険性に及

ぶ緊急性が高いと判断された場合、ワナ等の捕獲では時間的に間に合わないと考え

られるため。 

（取組内容） 

ライフル銃による捕獲等を実施する。実施予定時期は、緊急性を伴う場合は通年

実施する。捕獲予定場所は、目撃情報のあった場所を中心に実施する。 

（注） 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者にライフル銃を所持させて

捕獲等を行う場合には、その必要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、

捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 該当なし 

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する鳥獣捕獲等の許可権限の委譲を希望する場合

は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類を記入する（鳥獣による農林水

産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19 年法律第 134 号。



以下「法」という。）第４条第３項）。 

   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する場合は、該当す

る全ての市町村名を記入する。 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 

 

電気柵・２段 

 1,800m 

 

 

電気柵・２段 

 7,000m 

恒久柵（パネル式） 

 2,200m 

電気柵・２段 

 13,000m 

恒久柵（パネル式） 

 1,000m 

ニホンザル  

  

電気柵４段＋ＷＭ柵 

1,000m 

電気柵４段＋ＷＭ柵 

1,000m 

カラス つや消し黒ワイヤー 

12.1ha 

つや消し黒ワイヤー 

9.9ha 

つや消し黒ワイヤー 

5.9ha 

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 

   ２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

令和 

６年度 

イノシシ 

ニホンザル 

カラス等 

ツキノワグマ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

カワウ 

 

・捕獲活動の担い手育成のための新規狩猟免許取得者へ

の取得費用助成の実施。 

・里山整備等による生息環境管理の実施。 

・集落ぐるみでのニホンザルの追上げ活動の支援。 

・ツキノワグマについては、富山市クマ対策会議を開催

し関係機関との連携を図るとともに、人身被害防止に努

める。 

・カラス等の鳥類については、つや消し黒ワイヤー等を

活用した防除や檻による捕獲などの対策を実施する。 

 

令和 

７年度 

 

イノシシ 

ニホンザル 

カラス等 

ツキノワグマ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

カワウ 

 

・捕獲活動の担い手育成のための新規狩猟免許取得者へ

の取得費用助成の実施。 

・里山整備等による生息環境管理の実施。 

・集落ぐるみでのニホンザルの追上げ活動の支援。 

・ツキノワグマについては、富山市クマ対策会議を開催

し関係機関との連携を図るとともに、人身被害防止に努

める。 

・カラス等の鳥類については、つや消し黒ワイヤー等を

活用した防除や檻による捕獲などの対策を実施する。 

 

令和 

イノシシ 

ニホンザル 

・捕獲活動の担い手育成のための新規狩猟免許取得者へ

の取得費用助成の実施。 



８年度 

 

カラス等 

ツキノワグマ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

カワウ 

 

・里山整備等による生息環境管理の実施。 

・集落ぐるみでのニホンザルの追上げ活動の支援。 

・ツキノワグマについては、富山市クマ対策会議を開催

し関係機関との連携を図るとともに、人身被害防止に努

める。 

・カラス等の鳥類については、つや消し黒ワイヤー等を

活用した防除や檻による捕獲などの対策を実施する。 

（注） 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、里地里山の整備、追上げ・追払い活動、放任果樹

の除去等について記入する。 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれ

がある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

北陸農政局 有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供等 

富山県農村振興課 有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供等 

富山県自然保護課 有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供等 

富山県富山農林振興 

センター企画振興課 
有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供等 

警察署 富山中央 

富山南、富山西 
富山市クマ対策会議において熊関連情報の提供 

富山市自治振興連絡協議会 富山市クマ対策会議において熊関連情報の提供 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、猟友会等の名称

を記入する。 

   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

   ３ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれが

ある場合の対処に関して、規程等を作成している場合は添付する。 

 

 

 



（２）緊急時の連絡体制 

 

①目撃情報→②警察 

       （通報）  （情報共有）  

     ②富山市（農林水産部）  ・森林政策課  ⇔  ③富山市鳥獣被害対策実施隊 

            ↓（報告）    ・農地林務課       現地確認・パトロール・捕獲 

       ④富山県自然保護課  （鳥獣対策担当課） 

            ↓（周知）     ○マスコミへの情報提供 

         県内関係機関     ○ホームページやLINEによる市民周知 

                        

        （富山市関係部署・機関） 

      → ⑤地域コミュニティ推進課又は行政サービスセンター・中核型地区センター  

→ 広報車等による地区住民への注意喚起・広報 

      → ⑤関係地区センター 

      → ⑤学校教育課・こども支援課  

 → 関係小中学校・保育所等 （注意喚起） 

    → ⑤防災危機管理課 → 防災行政無線による注意喚起 

    → ⑤消防署・消防局 → 広報活動・救急活動   等 

 

 【捕獲活動等終了後】 

   富山市 森林政策課又は農地林務課 → 関係機関 （対応結果を報告） 

 

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により記入する。 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した鳥獣については、下記７に記した食品としての利用の他、食品として適さな

い獣種や食品処理に適する時間内に処理できなかったものについては、富山地区広域圏

事務組合が運営する有害鳥獣焼却施設において焼却又は各種法令等の定めにより適切

に処理する（放獣、埋設など）。 

（注） 適切な処理施設での焼却、捕獲等をした現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処理方

法について記入する。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

 令和元年度に市内で豚熱に感染したイノシシが発見されて以降、イノシシ肉の流通が

なされていなかったが、現在、市内外の民間施設においてイノシシ、ニホンジカ肉のジ

ビエ利用が進んできている。今後、食肉利用の拡大や新たな捕獲個体の利用が必要とな

った場合には、県機関や近隣市町村と連携した食肉等加工施設の設置、流通・販売方針

及びこのための推進体制について検討する。 

（注）１ 食肉、ペットフード及び皮革としての利用、学術研究への利用等、捕獲等をした鳥

獣の利用方法について記載する。 

   ２ 処理加工施設を整備する場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食品等としての安



全性の確保に関する取組等についても記載する。 
 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 富山市有害鳥獣対策協議会 

構成機関の名称 役割 

あおば農業協同組合 

富山市農業協同組合 

なのはな農業協同組合 

農業者への技術指導及び情報提供 

富山漁業協同組合 漁業者（内水面）への技術指導及び情報提供 

立山山麓森林組合 

婦負森林組合 
里山整備の推進 

富山市鳥獣被害対策実施隊 

富山支部、 

大沢野・細入支部、 

大山支部、八尾支部 

婦中支部、山田支部 

情報の提供と捕獲の実施及び指導 

富山市森林政策課 

農林事務所農地林務課 
協議会の運営、被害の防止対策方法や技術提供等 

富山地域農業共済センター 農作物被害や被害の防止対策方法の情報提供等 

富山地区広域圏事務組合 有害鳥獣焼却施設の運営 

富山市農業水産課 農作物被害や被害の防止対策方法の情報提供等 

富山市環境保全課 カラスについての被害防止対策の実施及び情報提供等 

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記入するとともに、

構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。 
 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

北陸農政局 有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供等 

富山県農村振興課 
有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供、

「富山県イノシシ被害防止対策方針」に基づく対策推進等 

富山県自然保護課 
有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供、

指定管理鳥獣捕獲等事業との連携等 

富山県富山農林振興 

センター企画振興課 

有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提供、

「富山県イノシシ被害防止対策方針」に基づく対策推進等 

警察署 富山中央 

富山南、富山西 
富山市クマ対策会議において熊関連情報の提供 

富山市自治振興連絡協議会 富山市クマ対策会議において熊関連情報の提供 

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

   ３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等があれば添付する。 



 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成２７年４月１日に富山市鳥獣被害対策実施隊を設置した。 

捕獲檻の管理や電気柵の整備について技術指導を行うとともに農作物等の被害防止

のために捕獲を実施する。 

また、地域、関係機関と連携し生活環境被害等の防止活動も実施する。 

（注）１ 被害状況を勘案し、鳥獣被害対策実施隊を設置する必要があると認める場合は、その設

置に関して設置に向けた基本的な方針や検討の状況、設置予定時期等について記入する。 

   ２ 鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、その規模、構成等を記入するとともに、

実施体制がわかる体制図等があれば添付する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 農業関係者等の積極的な取組みを推進するため、狩猟免許の取得推進を継続的に行

う。 

（注） その他被害防止施策の実施体制に関する事項について記載する。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 県農村振興課等が主催する技術研修会に農業関係者等の参加を促すとともに、特にイ

ノシシに関しては「富山県イノシシ被害防止対策方針」や「富山市イノシシ対策マニュ

アル」を活用するなど被害防止技術の向上に努める。また、有害鳥獣捕獲隊員育成事業

として、新規狩猟免許取得者への助成を継続して実施し、担い手の育成を図る。 

 鳥獣被害対策実施隊が行う被害防止策と併せて、里山再生事業による緩衝帯の整備や

農業者への自衛策の周知等を図り、地域全体での総合的な被害防止を推進する。また、

住民の生命に対する危害が発生することを防止するため、地元での各種生息環境管理活

動等を促す。 

（注） その他被害防止施策の実施に関し必要な事項について記入する。 


